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令和７年度第３回川崎市行財政改革推進委員会 議事録 

 

日 時  令和７年１０月２０日（月）  午後４時００分 ～ 午後５時２１分 

 

場 所  川崎市役所本庁舎２階２０４会議室（ＷＥＢ併用） 

 

出席者 委員  出石会長、出雲委員、内海委員、藏田委員、黒石委員 

市 側     池之上総務企画局長 

鹿島担当理事・行政改革マネジメント推進室長 

猪俣行政改革マネジメント推進室担当部長 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

北村行政改革マネジメント推進室担当課長 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

吉田行政改革マネジメント推進室担当課長 

加藤行政改革マネジメント推進室担当課長 

中村都市政策部企画調整課担当課長 

白須公共施設総合調整室担当課長 

川又財政局財政部財政課担当課長 

飛田行政改革マネジメント推進室担当係長 

原田行政改革マネジメント推進室担当係長 

 

議 題  １（１）会議の非公開について 

      （２）川崎市行財政改革第４期プログラム素案について 

     ２ その他 

 

公開及び非公開の別    公開（一部非公開） 

 

傍聴者     ０名 

 

議事 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 それでは、ただいまから令和７年度第３回川崎市行財政改革推進委員会を開催させていただきます。 

 私は、総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課長の窪田でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 初めに、本日は、黒石委員が後ほどいらっしゃる予定でして、全員ご出席ということで、本委員会は成立

することを報告させていただきます。 

 次に、本委員会は原則公開とさせていただいておりまして、議題（１）で会議の非公開についてお諮りす

る予定ではございますけれども、現時点では、市民の皆様の傍聴、マスコミの方の取材を許可とさせていた

だいておりますので、ご了承いただければと思います。 

 また、本日の議事内容については、録音内容に基づきまして、議事録を作成させていただきまして、公開

の手続を進めさせていただきたいと存じます。 
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 次に、資料についてでございますが、お手元にご用意しておりますタブレットに資料一式を格納しており

ます。 

 また、オンラインで共有させていただく資料一式につきましては、あらかじめメールなどで送付をさせて

いただいておりますので、併せてご覧いただければと存じます。 

 資料の不備や操作方法のご不明点などがございましたら、お申し出いただければと存じます。よろしいで

しょうか。 

 それでは、次第に従いまして、進めさせていただければと思います。 

 ここからの進行は会長にお願いしたいと存じます。出石会長、よろしくお願いいたします。 

 

出石会長 

 それでは、早速次第に従って進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 初めに、会議の非公開についてです。事務局から説明をお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 それでは、資料１をご覧いただければと思います。画面のほうも共有をさせていただいております。 

 会議の非公開についてでございます。根拠及び前提の部分に記載してございますとおり、本委員会は会議

の公開に関する条例に基づきまして、原則公開としてございますが、本日の議題（２）の取扱いにつきまし

ては非公開としたいと考えてございます。 

 非公開の理由といたしましては、議題（２）の内容が、いずれもまだ市内部での協議の過程にある案件で

ございますことから、条例第５条第３号の「公にすることにより率直な意見の交換が不当に損なわれるおそ

れ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの」等に該当し得るというふうに考えるためでござ

います。 

 したがいまして、事務局としましては、議題（２）については、会議の傍聴を行わないこととしたいと存

じます。 

 一方で、議事録につきましては、従前どおり作成することといたしまして、後日、資料等についての情報

公開、開示請求があった場合につきましては、会長と事務局とで協議の上、公開の可否を判断してまいりた

いと存じます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

出石会長 

 それでは、ただいま説明がありましたけれども、非公開ということでご異議はないでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 それでは、議題（２）については非公開として進めていきたいと思います。 

 議事録の公開の可否は、開示請求がなければ出さないということですか。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 おっしゃるとおりです。 

 今回、素案についてご審議いただくのですけれども、対外的に市民に公表された段階では、開示請求等が

出た場合には、応じる必要があるというふうに思っておりますので、出たタイミング等によりまして、会長

と協議させていただいて、請求に応じる、応じないというのを決めさせていただきたいと思っております。 

 

出石会長 
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 分かりました。 

 傍聴はいらっしゃらないということでいいですか。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 現時点ではいらっしゃいません。 

 

出石会長 

 それでは、このまま進めてまいりたいと思います。 

 

＜以下非公開＞ 

 


